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　日本万国博覧会記念基金は、「人類の進歩と調和」をテーマ
に開催された日本万国博覧会（1970［昭和45］年）の成功を記
念し、その理念と資産を後世に伝えていくことを目的として、
1971（昭和46）年に設立されました。
　その財源は、国や地方公共団体からの出資ではなく、大阪万
博への日本を含む77か国から116という多くのパビリオン出展と、
国内外からの6400万人を超える来場者による約195億円もの
収益金のうち、博覧会跡地の公園としての整備費40億円を除
いた155億円でなりたっています。
　基金の設立以来、国からの補助金を一切受けず、万博の成
功を記念するにふさわしい国際相互理解の促進や文化的活動

に対して、日本国内のみならず、欧米・アジアなどさまざまな国に
対し、累計約4,300件、約189億円の助成をおこなってきました。
　2014（平成26）年4月より関西・大阪21世紀協会が当事業
を承継し、基金運用収入の1/2をもって基金事業を運営するこ
とになりました。（残りの1/2は大阪府の日本万国博覧会記念公
園事業特別会計への寄付金となります。）
　「平成27年度日本万国博覧会記念基金事業」の助成総額
は約1億円の予定で、助成重点テーマを「国際文化交流、国際
親善に寄与する活動」および「日本の伝統文化の伝承および
振興活動」として、積極的に支援していきます。（募集案内は裏
表紙参照）

（１）国際相互理解の促進に資する活動
　助成金は、100万円から最高1000万円の範囲内で、助成対
象事業費の合計に対し1/2以内の額とします。したがって、事業
者は、助成対象事業費の1/2以上を、他の助成金を除く自己資
金またはその他の資金で賄う必要があります。

（２）文化的活動
　助成対象事業費の合計額に対し1/2以内の額か、助成対象
事業費に応じて定額のどちらかを選択できます。
•助成対象事業費の合計に対し1/2以内の額を選択した場合

は、事業形態にかかわらず400万円を上限とします。したがっ
て、事業者は助成対象事業費の1/2以上を、他の助成金を
除く自己資金またはその他の資金で賄う必要があります。

•助成対象事業費に応じて定額を選択した場合は、助成対象
事業費の合計額に応じて50万円から100万円までの範囲内
で定額交付とします（助成対象事業費の合計額が50万円以
上あることが条件で、それに応じた金額を10万円未満は切り
捨てて交付します）。

問い合わせ先
公益財団法人　関西・大阪21世紀協会　万博記念基金事業部
〒530-6691　大阪市北区中之島6-2-27　中之島センタービル29階
℡06-7507-2003　E-mail　jec-fund@osaka21.or.jp　
▶基金事業の詳細については下記ホームページをご覧ください。
　http://www.osaka21.or.jp/jecfund/
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日本万国博覧会記念基金事業審査会

オーケストラ海外公演 国際博覧会出展

助成の対象となる活動

助 成 金 額

助 成 実 績

助成事業スケジュール

関西・大阪 21 世紀協会は、日本万国博覧会の理念を引き継ぎ、
国際相互理解を促進する活動や文化的活動を支援します。

関西・大阪21世紀協会 活動紹介
日本万国博覧会記念基金事業

万博の成功を記念するにふさわしく、かつ公益的な、次の活動を対象としています。
（１）国際相互理解の促進に資する活動

①国際文化交流、国際親善に寄与する活動
例　留学生支援など海外との人材交流、
劇団・オーケストラなどの海外公演、
外国における日本庭園の建設、
ジャパンフェスティバルの開催など

国際会議開催

（２）文化的活動
①日本の伝統文化の伝承および振興活動
　例　日本国内における文楽や能など伝統芸能の公演および普及活動など

能の公演文楽の公演

郷土芸能の公演

植林活動

②学術、教育、社会福祉、医療および保健衛生に関
する国際的な活動
例　国際会議の開催、
外国における
日本語教育用
機材の購入、
日本語出版物
の翻訳など

③自然の保護その他人間環境の保全に関する国際的
な活動
例　環境に関する国
際会議、
環境技術に関
する人的交流、
環境に関する
テレビ番組の
制作など

②芸術及び地域文化に関する活動
例　日本国内における郷土芸能民
芸の振興活動・地方劇団や楽
団の公演など

分野別助成実績（S46～H２６）

■実績/（４，３３０件）１８８億５，６００万円

地域別助成実績（S46～H２６）

■実績/（４，３３０件）１８８億５，６００万円

当 年 度 次 年 度

7/1 9/1 9/30 2 月 3 月 4/1 3/31

助成金交付決定

申請書の提出ができる事業は、
事業の実施期間が次年度中の
ものに限ります。

事業ごとに事業完了時期が異なるため、
助成金受領日は事業者によって異なります。

募集期間

助成金確定通知
助成金支払い

4/1～3/31の間に開始し終了する事業

受付期間
専門部
会審査

事業実施期間中
所 定 書 類 提 出

完了実績報告書
提　　　　　出

審査会
審査

申請から助成対象事業の決定まで 助成対象事業の決定から助成金を受けるまで

助成金は、事業完了後に支払う
「精算払方式」になり、交付決定額を
下回ることがあります。
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